●助成の対象は、１団体につき「敬老会事業」又は「記念品事業」のいずれかです。
＜記念品事業＞伊東市長寿ふれあい交流事業助成金手続き等の流れ
　　　　　　　　　　　　　　　　
敬老の意を表すことを目的とし、高齢者（本市に居住及び住民登録している年齢６５歳以上の者）に記念品等（商品券その他の金券類を除く。全員一律のもの。）を配布する敬老事業を実施する団体に対し、費用の総額の２／３相当額を助成します。ただし、記念品等の配布数に1,500円を乗じて得た額を上限とする。
＜事例：○○町内会の場合＞


【事業の計画】　


○○町内会では敬老会を開催せず、高齢者（65歳以上）に対し、記念品を敬老の日に町内会の役員が、自宅を訪問し配布する事業を計画。


配布予定高齢者数：３０人　　記念品：紅白まんじゅう４００円、お弁当１，４００円　　　　


記念品代（予定）：＠１，８００×３０人＝５４，０００円





≪申請額の計算方法≫　申請額： 54,000円×2/3＝36,000円　


※上限額（＠1,500×30人＝45,000円）以下のため、申請額に変更なし





【実施予定日の１５日前までに申請手続き】 ○○町内会→市　　　（申請額：36,000円）　


「長寿ふれあい交流事業申請書兼実施計画書」を高齢者福祉課にご提出ください。





【事業の実施（記念品の配布）】


実際は、高齢者２８人に記念品を配布した。記念品代の変更はなかった。


予定よりも２人減のため、申請額は、33,600円（@1,800×28人×2/3）


※上限額（＠1,500×28人＝42,000円）以下のため、申請額に変更なし








【交付決定通知】 市→○○町内会　　　　　　　　　　　 　　（交付決定額：36,000円）


上記の申請書に基づき、交付決定額を通知します。





【助成金の支払い】 市→○○町内会　　　　　　　　　　　　　　　（助成金33,600円）


完了報告書類を精査し、助成金の確定額を通知します。


　口座への振込は、完了報告の提出後１～２ヶ月程度かかります。





【（記念品配布終了後）事業完了報告手続き】 ○○町内会→市　　（申請額：33,600円）


申請時に押印した「印鑑」を持参の上、次を高齢者福祉課にご提出ください。


長寿ふれあい交流事業完了報告書（第2号様式）


参加者名簿（任意様式）　　※「氏名・住所・６５歳以上対象有無」の項目があるもの


領収書　　　　　　　　　　※写しでも可能　　　


請求兼領収書（第18号様式）


振込口座の通帳の写し　　　※銀行名支店名・口座番号の記載面　　


※申請団体名又は代表者が口座名義に含まれていない場合は、「委任状」の提出が必要。　　　　　　　　　








